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１．法改正の必要性

⑴　創造的なデザインの権利保護による我が国企業の国際展開支援の必要
性
企業活動のグローバル化に伴い、模倣被害の防止、デザインによるジャ

パンブランドの更なる発信が国際競争力を確保する上で重要となってきて
いる。こうした中、日本再興戦略（平成25年６月閣議決定）において、知的
財産制度の抜本的強化策の柱の一つとして、「意匠の国際登録に関するハ
ーグ協定のジュネーブ改正協定」（ジュネーブ改正協定）に加入することに
より、新興国を含めたグローバルな権利保護を支援することが掲げられた。

ジュネーブ改正協定は、世界知的所有権機関（WIPO）を国際事務局とし
て作成・発効された協定であり、加入することによって、一回の手続で複
数の国への一括出願が可能になる等、海外での意匠権の取得に係る利便性
が大きく向上するものである。

ジュネーブ改正協定は、平成26年10月時点でEUや欧州各国を含め計47
の国及び機関が締結している。近年、我が国の主な貿易投資相手国が締結
に向けた準備を進めつつある状況を受け9、我が国企業からも協定加入のニ
ーズが顕在化した。

こうした状況を踏まえ、ジュネーブ改正協定の実施のための国内担保法
の規定の整備を行った。

９　韓国は平成26年７月に発効、米国も加入に向けて準備中

第３章　意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネー
ブ改正協定を適切に実施するための規定の整備
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⑵　ジュネーブ改正協定の概要
ジュネーブ改正協定の国際出願は、国際事務局による審査を経て国際登

録され、所定期間経過後に国際公表される。実体審査国が国際登録の効果
を拒絶する場合には、国際公表後遅くとも12月以内に拒絶の通報を行う。
国際登録の更新や移転等の手続は名義人が国際事務局に対して行い、締約
国毎の移転等の手続は不要である。各国における権利の保護期間は、国際
登録の日から５年ごとに国際登録が更新されることを条件に、最低15年間
である。

２．改正の概要

⑴　国際登録出願に係る規定（第６章の２第１節等）
日本国民等が日本国特許庁を通じた国際出願（国際登録出願）をすること

ができるようにするための規定を整備した。

⑵　国際意匠登録出願に係る規定（意匠法第６章の２第２節等）
日本国を指定締約国とする国際出願について、ジュネーブ改正協定と整

合させながら我が国意匠法の規定による審査等の手続を適切に行うため、
下記のとおり、必要な規定を整備した。

・国際出願を国内の意匠登録出願として処理するための規定
・特許庁への必要書類の提出に係る規定
・秘密意匠の特例及び補償金請求権に係る規定
・国際登録簿により管理される事項に係る規定
・国際登録の消滅に係る規定
・個別指定手数料に係る規定
・関連する他法の改正事項
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３．改正条文の解説

⑴　国際登録出願に係る規定
◆意匠法第60条の３（新設）

（国際登録出願）
第六十条の三　日本国民又は日本国内に住所若しくは居所（法人にあ

つては、営業所）を有する外国人は、特許庁長官に意匠の国際登録
に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定（以下「ジュネーブ改正
協定」という。）第一条ⅶに規定する国際出願（以下「国際出願」と
いう。）をすることができる。この場合において、経済産業省令で定
める要件に該当するときは、二人以上が共同して国際出願をするこ
とができる。

２　前項の規定による国際出願（以下「国際登録出願」という。）をし
ようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成
した願書及び必要な物件を提出しなければならない。

①　基本的な内容
本条は、日本国特許庁を通じて国際出願（国際登録出願）ができる旨及び

その主体及び出願時の願書等の提出義務について規定したものである。
ジュネーブ改正協定第３条及び第４条⑴⒜の規定により、締約国の国民

等については、WIPO国際事務局に対し直接に、又は当該締約国を通じて
意匠に係る国際出願ができることとされている。また、必要な提出物（願
書等）については、ジュネーブ改正協定第５条⑴に規定されている。

②　国際登録出願の主体（第１項）
第１項では、日本国特許庁を通じた国際出願（日本国を指定締約国とし
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ているか否かを問わない。）について定めている。
日本国特許庁を通じて国際出願をすることができる主体については、ジ

ュネーブ改正協定第３条及び第４条の規定を踏まえ、「日本国民又は日本
国内に住所若しくは居所（法人にあつては、営業所）を有する外国人」と規
定した。

また、ジュネーブ改正協定の国際出願に際しては、特許協力条約と同様、
締約国官庁を通じた出願とWIPO国際事務局への直接出願の両方が認めら
れる（ジュネーブ改正協定第４条⑴⒜）ため、本項の前段については、特許
協力条約に基づく国際出願等に関する法律第２条に倣い、「出願をするこ
とができる」と規定し、WIPO国際事務局に対し直接に出願をするのか、
それとも日本国特許庁を通じて出願するのかは、出願人の選択に委ねるこ
ととした。

また、ジュネーブ改正協定には、二人以上が共同出願する場合の要件に
ついての明文の規定はないが、共同出願者全員が国際登録出願の出願人適
格を有している必要があるものと解される。将来、下位規則改正やWIPO
国際事務局の運用変更による要件緩和等が行われる可能性があるため、そ
れに迅速に対応すべく、二人以上が共同出願する場合の要件については、
経済産業省令に委任することとした。

③　国際登録出願の願書等（第２項）
第２項では、国際登録出願の願書及びその添付物件等の提出義務を規定

した。
ジュネーブ改正協定上、国際出願は下位規則で定められた言語（英語、

フランス語又はスペイン語）で記載する必要があるため、「外国語で作成し
た願書」を提出しなければならない旨を規定し、許容される言語について
は経済産業省令に委任することとした。また、ジュネーブ改正協定の規定
上、出願時に提出が必要な資料として意匠の見本等を提出する場合がある

（ジュネーブ改正協定第５条⑴ⅲ）ことから、「必要な物件を提出しなけれ
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ばならない」と規定するとともに、願書の記載事項及び形式並びに提出す
べき物件の詳細についてはジュネーブ改正協定の下位規則に規定されてい
ることから、その詳細は経済産業省令に委任することとした。

◆意匠法第60条の４（新設）

（意匠登録出願に関する規定の準用）
第六十条の四　第六十八条第二項において準用する特許法第十七条第

三項（第三号に係る部分に限る。）及び第十八条第一項の規定は、国
際登録出願に準用する。

本条は、国際登録出願の出願人が送付手数料を納付しない場合に特許庁
長官が補正命令等の措置を実施するための規定である。

ジュネーブ改正協定第４条⑵の規定により、締約国官庁は、当該官庁を
通じた国際出願について、WIPO国際事務局への送付手数料を徴収するこ
とが認められている（当該手数料の納付については、意匠法第67条第１項
第４号に規定）。

当該手数料の徴収を確実に行うため、意匠法第68条第２項において準用
する特許法第17条第３項第３号の規定を国際登録出願に準用することで、
送付手数料を納付しない者に対して特許庁長官が手続の補正を命ずること
を可能にするとともに、意匠法第68条第２項において準用する特許法第18
条第１項の規定を国際登録出願に準用することで、当該補正命令に応じな
い場合に国際登録出願手続を却下することを可能とすることとした。

◆意匠法第60条の５（新設）

（経済産業省令への委任）
第六十条の五　前二条に定めるもののほか、国際登録出願に関しジュ
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ネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するた
め必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

国際登録出願に関しジュネーブ改正協定及び下位規則を実施するために
必要な事項の細目について、経済産業省令で定めることとしたものである。

◆意匠法第67条

（手数料）
第六十七条　次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数

料を納付しなければならない。
一～三　（略）
四　国際登録出願をする者
五～九　（略）

２～９　（略）

新設第60条の３の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者は、政
令で定める額の手数料（送付手数料）を納付しなければならない旨を規定し
たものである。

⑵　国際出願を国内の意匠登録出願として処理するための規定
◆意匠法第60条の６（新設）

（国際出願による意匠登録出願）
第六十条の六　日本国をジュネーブ改正協定第一条（xix）に規定する

指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネー
ブ改正協定第一条ⅵに規定する国際登録（以下「国際登録」という。）
についてジュネーブ改正協定第十条⑶⒜の規定による公表（以下「国
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際公表」という。）がされたものは、経済産業省令で定めるところに
より、ジュネーブ改正協定第十条⑵に規定する国際登録の日（以下

「国際登録の日」という。）にされた意匠登録出願とみなす。
２　二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用に

ついては、同項中「された意匠登録出願」とあるのは、「国際登録
の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする。

３　第一項（前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規
定により意匠登録出願とみなされた国際出願（以下「国際意匠登録
出願」という。）に係るジュネーブ改正協定第一条ⅷに規定する国際
登録簿（以下「国際登録簿」という。）に記録された次の表の上欄に
掲げる事項は、第六条第一項の規定により提出した願書に記載され
た同表の下欄に掲げる事項とみなす。

４　国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記録された意匠は、第六条
第一項の規定により提出した図面に記載された意匠登録を受けよう
とする意匠とみなす。

①　基本的な内容
本条は、所定の要件を満たす国際出願を国内の意匠登録出願（国際意匠

登録出願）として処理するための規定である。

国際登録の名義人の氏名又は名
称及びその住所

意匠登録出願人の氏名又は名称
及び住所又は居所

国際登録の対象である意匠の創
作をした者の氏名及びその住所

意匠の創作をした者の氏名及び
住所又は居所

国際登録の対象である意匠を構
成する一若しくは二以上の製品
又は国際登録の対象である意匠
が使用されることとなる一若し
くは二以上の製品

意匠に係る物品
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ジュネーブ改正協定第14条⑴において、国際登録は、国際登録の日から
指定締約国における正規の出願と同一の効果を少なくとも有する旨が規定
されていることから、ジュネーブ改正協定上の手続を踏んで我が国におけ
る意匠登録を受けようとする国際出願について、我が国への意匠登録出願
と同様に処理すべく、必要なみなし規定を整備した。

②　意匠登録出願のみなし規定（第１項）
我が国を指定締約国とする国際出願であって、その国際出願に係る国際

登録について国際公表がされたものについては、その国際登録の日にされ
た意匠登録出願とみなす旨を規定した。

また、ジュネーブ改正協定上、国際出願が国際登録されたこと及びその
内容について各国特許庁が確実に把握し、手続を開始できるのは、国際公
表後であるため、我が国を指定締約国とする国際出願であって、その国際
登録について国際公表がされたものを我が国の意匠登録出願とみなすこと
とした。これにより、国際意匠登録出願に係る特許庁に対する手続（手続
補正書の提出、出願変更手続等）については、国際登録の国際公表後に初
めて可能となる。

［ジュネーブ改正協定に基づく出願の流れ］

出願人

国際登録出願
（日本国特許庁を通じた

国際出願）

国際意匠登録出願
（日本国を指定する国際出願
であって、国際登録+国際公表

がされたもの）日本国特許庁

B国

日本国

C国

A国特許庁

国際出願国際出願

（協定上、WIPO国際事務
局への直接出願も可能）

WIPO
国際事務局

国際登録+国際公表

なお、将来の規則及び運用改正による要件変更等により、意匠登録出願
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とみなす対象を特定する必要がある事態（例えば、国際登録の対象となる
意匠毎に締約国の指定を取り下げる等の運用が可能となる場合）があり得
るため、かかる事態に迅速に対応すべく、「経済産業省令で定めるところ
により」意匠登録出願とみなす旨を規定した。

③　複数意匠一括出願（第２項）
ジュネーブ改正協定第５条⑷の規定により、一の国際出願には複数の意

匠を含むことができるが、我が国の意匠制度は一意匠一出願を要件として
いる（意匠法第７条）ことから、こうした複数意匠を含む国際登録を適切に
処理すべく、二以上の意匠を含む国際出願については、国際登録の対象で
ある意匠ごとにされた意匠登録出願とみなす旨を規定した。

④　願書及び図面の記載事項のみなし規定（第３項及び第４項）
国際登録簿に記録された事項を意匠法第６条第１項に規定する願書の記

載事項等とみなす旨を規定した。なお、意匠法第６条第１項は願書の記載
事項と図面の記載事項を規定していることから、前者を第３項、後者を第
４項として、項を分けて規定することとした。

◆意匠法第60条の23（新設）

（経済産業省令への委任）
第六十条の二十三　第六十条の六から前条までに定めるもののほか、

ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施す
るため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

国際意匠登録出願に関しジュネーブ改正協定及び下位規則を実施するた
めに必要な事項の細目について、経済産業省令において定めることとした
ものである。
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⑶　特許庁への必要書類の提出に係る規定
我が国意匠法では、意匠登録出願についての審査等の処理を適切に行う

ため、各手続において所定の書類等を提出する義務を課しているが、ジュ
ネーブ改正協定と整合しつつ当該義務を着実に履行させるべく、その提出
手続について所要の規定の整備を行った。

◆意匠法第60条の７（新設）

（意匠の新規性の喪失の例外の特例）
第六十条の七　第四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠

登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第三条第一項第一
号又は第二号に該当するに至つた意匠が第四条第二項の規定の適用
を受けることができる意匠であることを証明する書面を、同条第三
項の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定め
る期間内に特許庁長官に提出することができる。

本条は、国際意匠登録出願について新規性の喪失の例外の適用に必要な
手続に係る特例を定めたものである。

各指定締約国は、国際公表の後になって初めて、自国を指定する国際登
録（及びこれに係る国際出願）の内容を知り得ることとなる。

他方、我が国の意匠法では、意匠法第３条第１項の規定により、一旦公
開されて新規性を喪失した意匠については意匠登録を受けることができな
いこととしているところ、意匠法第４条の規定により、意匠登録を受ける
権利を有する者の行為により、かかる意匠が公開された場合（同条第２項）
には、新規性喪失の例外の適用を受けようとする旨をかかる意匠登録出願
の際に提示し、かつ、当該意匠登録出願の日から30日以内に必要な書面を
提出すれば（同条第３項）、その意匠は新規性を喪失しなかったものとして
取り扱われる。
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以上の点に鑑み、国際意匠登録出願についても意匠法第４条第２項の適
用が受けられるよう、新規性喪失の例外の適用を受けようとする旨を記載
した書面及び必要な書面の提出については、国際公表の日後、一定期間内
であれば可能な旨を規定することとした。

なお、国際意匠登録出願については、ジュネーブ改正協定第14条⑵⒜の
規定により、拒絶通報が可能な期間内に当該通知をしないまま当該期間が
満了すると、指定締約国における保護の効果が発生することとなる。この
ため、国際意匠登録出願について新規性喪失の例外の適用を受けるために
は、当該期間の満了前にその手続を行う必要があるが、ジュネーブ改正協
定第12条⑵⒜の規定により、当該期間は下位規則により定めることとして
いるから、書面の提出期間については、経済産業省令に委任することとした。

◆意匠法第60条の10（新設）

（パリ条約等による優先権主張の手続の特例）
第六十条の十　国際意匠登録出願については、第十五条第一項におい

て読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から第四項まで、
第六項及び第七項（第十五条第一項において読み替えて準用する同
法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。）並びに第
四十三条の三第二項の規定は、適用しない。

２　特許法第四十三条第二項から第四項まで、第六項及び第七項の規
定は、ジュネーブ改正協定第六条⑴⒜の規定による優先権の主張を
した者に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次
の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内」とあるのは、

「経済産業省令で定める期間内」と読み替えるものとする。

①　基本的な内容
本条は、国際意匠登録出願についての優先権主張の手続の特例を定めた
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ものである。
我が国では、意匠登録出願についてパリ条約等による優先権を主張しよ

うとする者は、優先権を主張する旨を記載した書面を出願と同時に特許庁
長官に提出し、また、その基礎とした出願に関するその他の関係書類（証
明書等）を出願の日から三月以内に特許庁長官に提出しなければならない

（意匠法第15条第１項で準用する特許法第43条及び第43条の３）。
国際出願については、ジュネーブ改正協定第６条⑴の規定により、パリ

条約同盟国又はWTO加盟国についてされた先の出願に基づく優先権主張
を伴わせることができることとされている。その優先権主張は、意匠法第
68条第４項で準用する特許法第26条の規定により、特段の追加的な手続を
要することなく、我が国特許庁との関係においても適法な優先権主張とな
る（意匠登録出願について意匠法第15条第１項で準用する特許法第43条第
１項の規定により優先権主張を行った場合と同様）が、証明書等の提出手
続については、ジュネーブ改正協定上国際出願に伴わせる手続とされてい
ないため、我が国特許庁との関係における所要の手続規定を整備した。

②　国際意匠登録出願に係る優先権主張（第１項）
国際意匠登録出願についての優先権主張については、各指定締約国に対

して直接行うことについてジュネーブ改正協定上にこれを妨げる規定は置
かれていないが、「締約国に対する出願手続の一元化」というジュネーブ
改正協定の主旨に鑑み、ジュネーブ改正協定第６条⑴の規定によるWIPO
国際事務局経由の手続に一元化することとした。

このため、国際意匠登録出願については、我が国特許庁に優先権主張を
する場合の手続規定は適用しないこととした。

さらに、意匠法第15条第１項で準用する特許法改正後第43条の３第２項
に規定する「特定国」（パリ条約同盟国又はWTO加盟国のいずれでもな
い国）についての優先権の主張は、国際出願に際してWIPO国際事務局に
対して優先権主張手続を行うことがジュネーブ改正協定第６条⑴⒜の規定
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によっては認められていないため、意匠法第15条第１項において準用する
特許法第43条の３第２項は、国際意匠登録出願について適用しないことと
した。

③　国際意匠登録出願に係る優先権主張に係る証明書等の提出手続（第２
項）
証明書等の提出手続については、ジュネーブ改正協定上国際出願に伴わ

せる手続とされていないため、証明書等は我が国に直接提出できることと
し、証明書等の提出手続に係る特許法の規定を「ジュネーブ改正協定第６
条⑴⒜の規定による優先権の主張をした者」についても準用することとし
た。この際、国際出願への優先権主張の手続期間は、ジュネーブ改正協定
第６条⑴⒝の規定により下位規則に委任されていることから、証明書等の
提出期間は経済産業省令に委任することとした。

◆意匠法第60条の８（新設）

（関連意匠の登録の特例）
第六十条の八　本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少

なくともいずれか一方が国際意匠登録出願である場合における第
十条第一項の規定の適用については、同項中「又は第四十三条の
三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは、「若しくは第
四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条
⑴⒜の規定による」とする。

意匠法第60条の10で、国際意匠登録出願に係る優先権主張について、そ
の根拠をジュネーブ改正協定の規定としたことに伴い、必要な読替規定の
整備を行ったものである。
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⑷　秘密意匠の特例及び補償金請求権に係る規定
◆意匠法第60条の９（新設）

（秘密意匠の特例）
第六十条の九　国際意匠登録出願の出願人については、第十四条の規

定は、適用しない。

本条は、国際意匠登録出願について秘密意匠の特例を定めたものである。
ジュネーブ改正協定第10条の規定により、国際登録はWIPO国際事務局

による公表がされるため、国際意匠登録出願についても、その審査の前に
国際公表されることが前提となる。

他方、我が国の意匠法第14条では、意匠権の設定の登録の日から最長３
年間、その意匠を秘密にすることを請求できる旨を規定している。前述の
とおり、国際意匠登録出願はすでに国際公表されておりその内容を秘密に
することはそもそも不可能となることから、国際意匠登録出願の出願人に
ついては同条の規定を適用しない旨を規定した。

◆意匠法第60条の12（新設）

（国際公表の効果等）
第六十条の十二　国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があつた後

に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をし
たときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意
匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、
その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録
意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相
当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしな
い場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠
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であることを知つて意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表
がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実
施した者に対しては、同様とする。

２　特許法第六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定に
より請求権を行使する場合に準用する。この場合において、同条第
五項中「出願公開後」とあるのは「国際公表後」と、同条第六項中

「第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条、第百五条
の二、第百五条の四から第百五条の七まで及び」とあるのは「意匠
法第三十八条、同法第四十一条において準用する特許法第百四条の
二から第百五条の二まで及び第百五条の四から第百五条の六まで並
びに意匠法第五十二条において準用する特許法」と読み替えるもの
とする。

①　基本的な内容
本条は、国際意匠登録出願に係る補償金請求権について規定したもので

ある。
ジュネーブ改正協定第10条の規定により、国際登録は各指定締約国での

権利化より前にWIPO国際事務局による国際公表がされる。
我が国の意匠法では、意匠権の設定登録後に初めて意匠が公開されるこ

ととなっており、設定登録までの間に、第三者に自己の意匠を実施（模倣）
される懸念は小さいが、国際意匠登録出願に係る意匠についてあらかじめ
国際公表がされてしまうと、こうした実施（模倣）による被害を受ける懸念
が大きく拡大することとなる。

こうした問題に対応するため、設定登録前の産業財産権を保護する措置
として、特許法における補償金請求権（特許法第65条及び第184条の10）が
存在する。補償金請求権は、公開された自己の発明を業として実施した第
三者に対しあらかじめ警告することにより、その発明について特許権が設
定登録された後に実施料相当額の補償金の支払を請求することができる権
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利であり、公開による出願人の損失を補償する趣旨に立った制度である。
ここで、国際意匠登録出願に関し設定登録前の産業財産権を保護する措

置として、特許法に倣い、補償金請求権に係る所要の規定の整備を行った。

②　国際意匠登録出願に係る補償金請求権（第１項）
第１項では、国際公表後に国際意匠登録出願の意匠を記載した書面を提

示して警告したときは、出願人は、その警告後から意匠権の設定登録まで
の間に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠の実施をした者に対し、
補償金を請求できる旨、及び、当該警告をしない場合でも、第三者がその
国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知って意匠の
実施をしていれば、補償金の請求を行うことができる旨、を規定した。

なお、意匠権の効力は登録意匠に加え、これに類似する意匠にまで及ぶ
ことから（意匠法第23条）、補償金の請求は「国際意匠登録出願に係る意匠
又はこれに類似する意匠を実施する」者に対して可能なものとした。

③　補償金請求権の行使に係る特許法の規定の準用（第２項）
第２項は、国際公表による補償金請求権の行使について、特許法の出願

公開による補償金請求権を行使する場合の規定を準用することとしたもの
である。ここで、特許法第65条第２項から第６項までを準用する旨を規定
し、併せて必要な読替規定を整備した。

◆意匠法第26条の２

（意匠権の移転の特例）
第二十六条の二　（略）
２　（略）
３　第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたと

きは、その意匠権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していた
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ものとみなす。当該意匠権に係る意匠についての第六十条の十二第
一項の規定による請求権についても、同様とする。

４　（略）

意匠法第60条の12において国際意匠登録出願に補償金請求権制度を導入
することに伴い、意匠権の移転に伴う補償金請求権の移転に係る規定を整
備したものである。

特許法第74条第２項の規定により、同条第１項の規定による特許権の移
転の登録があったときは、同法第68条第１項又は第184条の10第１項の規
定による補償金請求権も、最初から当該移転の登録を受けた者に帰属して
いたものとみなすこととしている。

今般、意匠法第60条の12で補償金請求権に係る規定を設けるにあたり、
特許法に倣い、意匠法第26条の２第１項の規定による請求に基づく国際登
録を基礎とした意匠権の移転の登録があったときは、意匠法第60条の12第
１項の規定による補償金請求権も、最初から当該移転の登録を受けた者に
帰属していたものとみなすこととした。

◆意匠法第73条の２

（秘密保持命令違反の罪）
第七十三条の二　第四十一条において準用する特許法第百五条の四

第一項（第六十条の十二第二項において読み替えて準用する同法第
六十五条第六項において準用する場合を含む。）の規定による命令に
違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。

２・３　（略）
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意匠法第60条の12において国際意匠登録出願に補償金請求権制度を導入
することに伴い、補償金の請求に係る罰則規定を整備したものである。

特許法第65条第６項及び第184条の10第２項では、同法第105条の４を準
用し補償金の請求に係る訴訟において、裁判所が営業秘密について当該訴
訟の追行の目的以外の目的への使用や訴訟関係人以外の者への開示を禁ず
る旨の秘密保持命令を命ずることができる旨を規定し、当該命令に違反し
た者に対しては、同法第200条の２の規定により罰則が課される。

同様に、意匠法第73条の２では、第41条において準用する特許法第105
条の４第１項の規定による秘密保持命令違反に係る罰則を規定しているが、
今般、意匠法についても第60条の12で補償金請求権に係る規定を設けるに
あたり、国際意匠登録出願の補償金の請求に係る訴訟において、秘密保持
命令を受け、その命令に違反をした者に対しても罰則を適用する旨を規定
した。

⑸　国際登録簿により管理される事項に係る規定
ジュネーブ改正協定第16条の規定により、国際登録の所有権の変更・放

棄等は国際登録簿への記録事項であり、その記録により、指定締約国内に
おける記録と同一の効果を有することとされている。

これにより、我が国意匠法において特許庁長官への届出や意匠原簿への
登録について規定されている項目について、ジュネーブ改正協定における
国際登録簿への記録に関する規定との整合を図るための規定の整備を行った。

◆意匠法第60条の11（新設）

（意匠登録を受ける権利の特例）
第六十条の十一　国際意匠登録出願についての第十五条第二項におい

て準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項
中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、
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「ジュネーブ改正協定第一条（xxviii）に規定する国際事務局」とする。
２　国際意匠登録出願については、第十五条第二項において準用する

特許法第三十四条第五項及び第六項の規定は、適用しない。

本条は、国際意匠登録出願について意匠登録を受ける権利の特例を定め
たものである。

ジュネーブ改正協定第16条⑴⒤の規定により、意匠登録を受ける権利（当
該権利の基礎となる国際登録の所有権）の移転は国際登録簿に記録する必
要があり、また、同条⑵の規定により、原則、当該記録は指定締約国内で
も同一の効果を有する。

他方、意匠法第15条第２項で準用する特許法第34条第４項の規定により、
意匠登録を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特
許庁長官に届け出なければ効力を生じないため、国際意匠登録出願につい
ての意匠登録を受ける権利の承継については、相続その他の一般承継の場
合も含め、WIPO国際事務局への届出を効力発生要件とする必要がある。

第１項では、国際意匠登録出願については、意匠法第15条第２項で準用
する特許法第34条第４項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁
長官」とあるのを「国際事務局」と読み替えて準用する旨を規定した。

併せて、第２項では、意匠法第15条第２項において準用する特許法第34
条第５項及び第６項（意匠登録を受ける権利の相続その他の一般承継があ
った場合における、特許庁長官に対する事後届出に係る規定）は適用不要
とした。

◆意匠法第60条の17（新設）

（意匠権の放棄の特例）
第六十条の十七　国際登録を基礎とした意匠権を有する者は、その意

匠権を放棄することができる。
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２　国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準
用する特許法第九十七条第一項の規定は、適用しない。

本条は、国際登録を基礎とした意匠権の放棄の特例を定めたものである。
国際登録の放棄については、①WIPO国際事務局が事務管理を行う上で、

当該国際登録に係る各指定締約国での意匠権に関する実施権者等の承諾が
不要であり（ジュネーブ改正協定上、かかる承諾が必要とされていない。）、
かつ、②ジュネーブ改正協定第16条⑴ⅳ及び⑵の規定により、当該国際登
録を基礎とした我が国での意匠権の放棄を伴うこととなる。このため、国
際登録を基礎とした意匠権の放棄は、各指定締約国において、かかる実施
権者の承諾なくして実施されることとなる。

他方、我が国の意匠法は、意匠法第36条で準用する特許法第97条第１項
の規定により、意匠権に実施権、質権が設定されているときは、これらの
権利者の承諾を得た場合に限り放棄することができる旨を規定しているこ
とから、第２項で、意匠法第36条で準用する特許法第97条第１項の規定を
適用しない旨を規定した上で、第１項では、特段の制約なく国際登録を基
礎とした意匠権を放棄できることとした（意匠権の放棄による消滅の効力
発生のためには、意匠法第60条の18及び同法第60条の19第２項の規定によ
り、国際登録簿での記録が必要となる。）。

なお、国際登録に基づく意匠権については、実施権者等の承諾を得るこ
となく放棄することを制度上禁止できないが、実施権者等は意匠権が無断
で放棄されたことにより生じた損害について、民事上の救済（実施権、質
権の設定契約の債務不履行に基づく損害賠償請求等）を受け得るものと考
えられる。

◆意匠法第60条の19（新設）

（意匠原簿への登録の特例）
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第六十条の十九　国際登録を基礎とした意匠権についての第六十一条
第一項第一号の規定の適用については、同号中「意匠権の設定、移
転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「意
匠権の設定、信託による変更、消滅（存続期間の満了によるものに
限る。）又は処分の制限」とする。

２　国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅（存続期間の満了に
よるものを除く。）は、国際登録簿に登録されたところによる。

本条は、意匠原簿への登録事項の特例を定めたものである。
ジュネーブ改正協定第16条⑴ⅰ、ⅳ、⒱及びⅵでは、国際登録の所有権

の変更、国際登録の名義人による放棄、国際登録の対象である意匠の限定、
国際登録の効果の無効について国際登録簿記録事項として規定しており、
これらは、意匠権の移転又は消滅に該当するものである。また、同条⑵の
規定により、原則、これらの記録事項は指定締約国内でも同一の効果を有
することとなるため、第１項では、意匠法第61条第１項第１号に掲げる登
録事項のうち移転及び消滅（存続期間の満了によるもの以外）を意匠登録原
簿への登録事項から除き、意匠権の設定、信託による変更、消滅（存続期
間の満了によるものに限る。）又は処分の制限を国内の意匠原簿への登録事
項として規定することとした。

第２項では、国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅（存続期間の
満了によるものを除く。）は、国際登録簿の登録によるものとして規定する
こととした。

なお、国際登録については、ジュネーブ改正協定上、意匠権の回復に係
る措置が存在しないため、意匠権の回復についてはそもそも国内の意匠原
簿及び国際登録簿のいずれの登録事項としても規定しないこととした。
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◆意匠法第60条の18（新設）

（意匠権の登録の効果の特例）
第六十条の十八　国際登録を基礎とした意匠権の移転、信託による変

更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力
を生じない。

２　国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準
用する特許法第九十八条第一項第一号及び第二項の規定は、適用し
ない。

本条は、国際登録を基礎とした意匠権の移転、信託による変更、放棄に
よる消滅又は処分の制限の効力発生要件について規定したものである。

ジュネーブ改正協定第16条⑴⒤の規定により、意匠権（当該意匠権の基
礎となる国際登録の所有権）の移転は国際登録簿に記録する必要があり、
また、同条⑵の規定により、原則、当該記録は指定締約国内でも同一の効
果を有する。

他方、意匠法第36条で準用する特許法第98条第１項第１号の規定により、
意匠権の移転（相続その他の一般承継の場合を除く。）、信託による変更、
放棄による消滅又は処分の制限については、国内の意匠原簿に登録するこ
とを効力発生要件として規定している。

このため、国際登録を基礎とした意匠権の移転については、相続その他
の一般承継の場合も含め国際登録簿への登録により効力が発生するものと
すべく、国際登録を基礎とした意匠権の移転、信託による変更、放棄によ
る消滅又は処分の制限について、その登録を効力発生要件とした。

これにより、意匠法第60条の19の規定と相まって、意匠権の移転及び放
棄による消滅については国際登録簿への登録が効力発生要件となる。
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⑹　国際登録の消滅に係る規定
◆意匠法第60条の14（新設）

（国際登録の消滅による効果）
第六十条の十四　国際意匠登録出願は、その基礎とした国際登録が消

滅したときは、取り下げられたものとみなす。
２　前条の規定により読み替えて適用する第二十条第二項の規定によ

り設定の登録を受けた意匠権（以下「国際登録を基礎とした意匠権」
という。）は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、消滅した
ものとみなす。

３　前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から
生ずる。

本条は、その基礎とした国際登録が消滅した場合の効果について規定し
たものである。

ジュネーブ改正協定上、例えばジュネーブ改正協定第16条⑴ⅳの規定に
よる放棄がなされた場合、ジュネーブ改正協定第16条⑴⒱の規定による限
定がなされた場合、ジュネーブ改正協定第17条⑵の規定による国際登録の
更新がされなかった場合等については国際登録が消滅することとなるが、
かかる国際登録の消滅の効果については明確な規定がなく、マドリッド協
定の議定書と同様、国際登録が消滅した際の各指定締約国におけるその効
果については各指定締約国に委ねられていると解される。

このため、国際登録が消滅したときに我が国の国際意匠登録出願又は意
匠権に生じる効果について所要の規定の整備を行った。

具体的には、第１項において、国際意匠登録出願が我が国において意匠
権の設定登録を受ける前に、かかる国際登録が消滅した場合、当該国際意
匠登録出願は取り下げられたものとみなす旨を規定した。また第２項にお
いて、国際登録を基礎とした意匠権は、その基礎とした国際登録が消滅し



150

た場合、消滅したものとみなす旨を規定した。さらに、第３項において、
第１項及び第２項の効果の発生時期は、国際登録簿から当該国際登録が消
滅した日とする旨を規定した。

◆意匠法第60条の15（新設）

（関連意匠の意匠権の移転の特例）
第六十条の十五　本意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権であ

る場合における第二十二条第二項の規定の適用については、同項中
「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。

本条は、本意匠の意匠権の消滅の規定に係る規定の読替規定である。
意匠法第60条の14第２項で、国際登録を基礎とした意匠権は、その基礎

とした国際登録が消滅したときは、消滅したものとみなす旨規定した。
他方、意匠法第22条第２項は、①本意匠の意匠権が第44条第４項（登録

料の未納）の規定により消滅したとき、②無効にすべき旨の審決が確定し
たとき、③又は放棄されたときは、本意匠に係る関連意匠の意匠権は、分
離して移転することができないとしている。これは、本意匠が消滅した場
合であっても、関連意匠同士を自由に分離して移転できてしまうと、同一
意匠権者のもとでのみ権利の重複を認める関連意匠制度の趣旨に反するか
らである。

そこで、国際登録を基礎とした意匠権については上記①の規定は意匠法
第60条の21第３項の規定により適用されないこととなるのでそれを除外す
るとともに、同法第60条の14第２項の規定により意匠権が消滅した場合に
は上記②及び③と同様に関連意匠制度の制度趣旨を担保するため、意匠権
の消滅の原因を、「第44条第４項」から「第60条の14第２項」に読み替え
ることとした。
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◆意匠法第60条の16（新設）

（関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例）
第六十条の十六　本意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権であ

る場合における第二十七条第三項の規定の適用については、同項中
「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。

本条は、本意匠の意匠権の消滅の規定に係る規定の読替規定である。
意匠法第60条の14第２項で、国際登録を基礎とした意匠権は、その基礎

とした国際登録が消滅したときは、消滅したものとみなす旨規定している。
他方、意匠法第27条第３項は、①本意匠の意匠権が第44条第４項（登録

料の未納）の規定により消滅したとき、②無効にすべき旨の審決が確定し
たとき、③又は放棄されたときは、本意匠に係る関連意匠の意匠権に係る
関連意匠の意匠権についての専用実施権は、すべての関連意匠の意匠権に
ついて同一の者に対して同時に設定する場合に限り設定することができる
としている。これは、関連意匠の専用実施権がそれぞれ別々の者に設定さ
れると、専用実施権の重複部分について２以上の者に排他権が成立するこ
とになり、同一の権利者のもとでのみ権利の重複を認める関連意匠制度の
趣旨に反するからである。

そこで、国際登録を基礎とした意匠権については上記①の規定は意匠法
第60条の21第３項の規定により適用されないこととなるのでそれを除外す
るとともに、意匠法第60条の14第２項の規定により本意匠の意匠権が消滅
した場合には、上記②及び③と同様に関連意匠制度の制度趣旨を担保する
ため、意匠権の消滅の原因を、「第44条第４項」から「第60条の14第２項」
に読み替えることとした。
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◆意匠法第60条の20（新設）

（意匠公報の特例）
第六十条の二十　国際登録を基礎とした意匠権についての第六十六条

第二項第一号の規定の適用については、同号中「第四十四条第四項
の規定によるものを除く。）又は回復（第四十四条の二第二項の規定
によるものに限る。）」とあるのは、「第六十条の十四第二項の規定
によるもの（ジュネーブ改正協定第十七条⑵の更新がなかつたこと
によるものに限る。）を除く。）」とする。

本条は、意匠公報の掲載事項の特例を定めたものである。
ジュネーブ改正協定第17条⑴の規定により、国際登録は国際登録の日か

ら起算して５年を期間として効果を有するとされている。そのため、国際
登録の更新（ジュネーブ改正協定第17条⑵）を行わずに当該期間が経過した
場合には、国際登録の効果は消滅し、当該国際登録を基礎とした意匠権は、
意匠法第60条の14第２項の規定により消滅する。国際登録の更新があった
場合にはジュネーブ改正協定第17条⑸の規定により国際事務局によりその
旨公表される。

他方、意匠法第66条第２項第１号は、意匠権の消滅、及び、意匠法第44
条の２第２項の規定による意匠権の回復を意匠公報に掲載する旨を規定し
ている。ただし、①存続期間の満了による意匠権の消滅、及び、②意匠法
第44条第４項（登録料未納）による意匠権の消滅については、その数が非常
に多く、手続を著しく煩雑にするものであるから公報の掲載事項としない
こととされている。

そこで、上記②については、国際意匠登録出願には適用されないこと、
国際登録の更新がなかったことによる意匠権の消滅については、国際事務
局により公表されるものであり、その数が非常に多いため、意匠公報を発
行することは手続を著しく煩雑にするものであることから、意匠法第66条
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第２項第１号の規定中、「意匠法第44条第４項の規定によるもの」につい
ては、「意匠法第60条の14第２項の規定によるもの（ジュネーブ改正協定第
17条⑵の更新がなかつたことによるものに限る。）」に読み替えることとし
た。さらに、国際登録を基礎とする意匠権については意匠権の回復に係る
手続が存在しないことから、意匠権の回復については読み替えにより意匠
公報の掲載事項から外すこととした。

⑺　個別指定手数料に係る規定
◆意匠法第60条の21（新設）

（国際意匠登録出願の個別指定手数料）
第六十条の二十一　国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネー

ブ改正協定第七条⑵の個別の指定手数料（以下「個別指定手数料」
という。）として、一件ごとに、七万四千六百円に相当する額をジュ
ネーブ改正協定第一条（xxviii）に規定する国際事務局（次項において

「国際事務局」という。）に納付しなければならない。
２　国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎とした

国際登録についてジュネーブ改正協定第十七条⑵の更新（国際登録
の日から十五年を経過した後にするものを除く。）をする者は、個別
指定手数料として、一件ごとに、八万四千五百円に相当する額を国
際事務局に納付しなければならない。

３　国際意匠登録出願及び国際登録を基礎とした意匠権については、
第四十二条から第四十五条まで及び第六十七条第二項（別表第一号
に掲げる部分に限る。）の規定は、適用しない。

①　基本的な考え方
本条は、個別指定手数料の額及び納付手続について規定したものである。
各締約国は、自国を指定締約国とする国際出願及び国際登録の更新に係
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る指定手数料をWIPO国際事務局から受け取ることができる（ジュネーブ
改正協定第７条⑶）。締約国のうち、出願された内容の審査を自国で行っ
ている国は、出願料及び最初の５年分の登録料の額（WIPO国際事務局が
手続を行うことによる節約額分は減じる。）を上回らない範囲で、当該指定
手数料の額を個別に定めることができる（個別指定手数料）こととされてい
る（ジュネーブ改正協定第７条⑵）。この個別指定手数料の納付先はWIPO
国際事務局となるが、最終的に我が国特許庁に還付され歳入となることか
ら、結果として我が国の歳入となる点を重視し、その額及び納付手続につ
いての規定を意匠法内に整備したものである。

②　国際出願時の個別指定手数料（第１項）
第１項では、国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネーブ改正協

定第７条⑵に規定する個別指定手数料として、国際意匠登録出願一件ごと
に、74,600円に相当する額をWIPO国際事務局に納付しなければならない
旨を規定した。

なお、上記金額は、国内の意匠登録出願の出願料及び設定登録の日から
５年分の登録料の合計額から、WIPO国際事務局が行う手続（方式審査等）
によって通常の国内手続よりも節約できる金額を減じた額として算出した。

③　国際登録更新時の個別指定手数料（第２項）
第２項では、国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎

とした国際登録について国際登録の更新（ジュネーブ改正協定第17条⑵）を
する者は、個別指定手数料として、国際登録一件ごとに、84,500円に相当
する額をWIPO国際事務局に納付しなければならない旨を規定した。

なお、国際登録の更新は、ジュネーブ改正協定第17条⑴及び⑵の規定に
より、５年ごとに行うものとされており、上記金額は、国内の第６年から
第10年までの５年間分の登録料と同額である。

また、締約国内での意匠権の存続に当たっては、ジュネーブ改正協定第
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17条⑵及び⑶の規定により５年ごとに所定の手数料（当該手数料には、ジ
ュネーブ改正協定第７条⑴及び⑵の規定により、個別指定手数料が含まれ
る。）の支払いにより国際登録を更新しなければならない。

他方、我が国特許庁における審査等の手続はWIPO国際事務局における
国際登録の日（及び国際意匠登録出願の日）の後となるため、国際登録の日
と国内での意匠権の設定登録の日との間には時点のズレが必ず生ずること
となり、国内での意匠権を20年間存続させる場合、実際には国際登録を20
年間以上の期間にわたって更新することが必要となる。

このため、国際登録の日から15年を経過した後にする国際登録の更新に
ついては、個別指定手数料の納付を不要なものとすることにより、20年分
の意匠権の維持料と等価の料金を徴収することとした。

［個別指定手数料の納付対象期間］
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④　出願料及び登録料納付に係る規定の適用除外（第３項）
第３項では、国際意匠登録出願及び国際登録に基づく意匠権については、

通常の国内手続における出願料及び登録料の納付に関係する規定（意匠法
第42条から第45条まで及び第67条第２項（別表第１号に掲げる部分に限る。））
は適用しない旨を規定した。

◆意匠法第60条の22（新設）

（個別指定手数料の返還）
第六十条の二十二　国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠

登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したと
きは、前条第一項又は第二項の規定により納付すべき個別指定手数
料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。

２　前項の規定による個別指定手数料の返還は、国際意匠登録出願が
取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査
定若しくは審決が確定した日から六月を経過した後は、請求するこ
とができない。

３　第一項の規定による個別指定手数料の返還を請求する者がその責
めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその
請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その
理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、二月）以内でそ
の期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

①　基本的な考え方
本条は、意匠法第60条の21の規定により、我が国の歳入となった個別指

定手数料の返還手続について規定したものである。
通常の国内の意匠登録出願と異なり、意匠法第60条の21第１項の規定に

より納付すべき個別指定手数料については、意匠権の最初の５年間の国内
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登録料相当額もこれに含むこととしている。
このため、国際意匠登録出願が取り下げられたとき又は国際意匠登録出

願について拒絶をすべき旨の査定（意匠法第17条）若しくは審決（意匠法第
52条で準用する特許法第157条）が確定したときは、当該個別指定手数料の
うち国内登録料相当額を返還することとした。

②　個別指定手数料の返還（第１項）
第１項では、国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願

について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、納付した
者の請求により、既に納付した個別指定手数料のうち国内登録料相当額（具
体的な額は政令委任。）を返還する旨を規定した。

③　個別指定手数料の返還請求期間（第２項）
第２項では、個別指定手数料の返還請求期間を規定した。産業財産権関

連法では、料金の返還請求期間は起点から６月又は１年のいずれかで規定
されており、過誤納については起点から１年（意匠法第45条において準用
する特許法第111条第２項等）、それ以外については納付者自らが返還請求
の契機を容易に認識することができるため起点から６月としている点に鑑
み、個別指定手数料の返還請求期間は国際意匠登録出願が取り下げられ、
又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定
した日から６月とすることが適切とした。

◆意匠法第60条の13（新設）

（意匠権の設定の登録の特例）
第六十条の十三　国際意匠登録出願についての第二十条第二項の規定

の適用については、同項中「第四十二条第一項第一号の規定による
第一年分の登録料の納付」とあるのは、「意匠登録をすべき旨の査
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定又は審決」とする。

本条は、国際意匠登録出願の設定登録の特例について規定したものである。
ジュネーブ改正協定第５条⑴ⅵの規定により、出願人は国際出願の際に、

意匠権の設定登録のための登録料を含めた個別指定手数料（意匠法第60条
の21第１項）をWIPO国際事務局にあらかじめ納付することとされている。

他方、我が国の意匠法第20条第２項では、登録をすべき旨の査定又は審
決の謄本の送達があった日から所定の期間内（意匠法第43条第１項、第３
項又は第４項）に意匠法第42条第１項第１号の規定による登録料の納付が
あったときに意匠権の設定登録をするものと規定している。

国際登録を基礎とした意匠権の設定登録は、その意匠権の設定登録のた
めの登録料の納付を待って行う必要がないことから、国際意匠登録出願に
ついては、意匠登録をすべき旨の査定（意匠法第18条）又は審決（意匠法第
50条第２項）があったときに意匠権の設定登録をする旨を規定した。

⑻　関連する他法の改正事項10

◆登録免許税法　別表第一

別�表第一　課税範囲、課税標準及び税率の表（第二条、第五条、第九
条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―第
十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条―第三十四条の五関係）

10　弁理士法の改正（意匠に係る国際登録出願に関する手続代理の追加）については第７章参照。

登記、登録、特許、免許、許可、
認可、認定、指定又は技能証明の
事項

課税標準 税　率

一～十四　（略）
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登録免許税法では、第２条等の規定により、別表第一において課税範囲
等を定めており、同表のうち第15号は意匠権の登録に係るものである。

意匠法第60条の19の規定により、国際登録を基礎とした意匠権について
の移転等は国際登録簿での管理事項とされ、その手数料はWIPO国際事務
局に直接支払われることから、かかる登録免許税を我が国において徴収す
ることはできないため、国際登録簿への登録については課税範囲に含まれ
ない旨を規定した。

◆工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第12条

（ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求）
第十二条　何人も、特許庁長官に対し、次に掲げる事項について、経

済産業省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行う
閲覧を請求することができる。ただし、国際出願（国際出願法第二
条に規定する国際出願をいう。以下同じ。）に係る事項については、
この限りでない。
一　（略）
二　特許法第二十七条第一項の特許原簿、実用新案法第四十九条第

一項の実用新案原簿、意匠法第六十一条第一項（同法第六十条の
十九において読み替えて適用する場合を含む。）の意匠原簿又は商
標法第七十一条第一項（同法第六十八条の二十七において読み替
えて適用する場合を含む。）の商標原簿のうち磁気テープ（これに
準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる

十五　意匠権の登録（意匠権の信託の登録を含み、国際登録簿への
登録を除く。）

　㈠～㈦　（略） （略） （略）

十六～百六十　（略）
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物を含む。）をもって調製された部分に記録されている事項であっ
て経済産業省令で定めるもの

２～５　（略）

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律（特例法）第12条第１項で
は、何人も電子情報処理組織を使用して行う閲覧の請求が可能である旨を
規定しており、同項第２号では、当該閲覧請求対象として、産業財産権四
法の原簿のうち磁気テープ等に記録された事項を規定している。国際登録
を基礎とした意匠権については、一部の事項を引き続き国内の意匠原簿へ
の登録事項として取り扱うこととなることから、特例法第12条第１項第２
号の意匠原簿について意匠法第60条の19において読み替えて適用する場合
を含む旨を規定した。

４．施行期日及び経過措置

施行期日
意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国につ

いて効力を生ずる日から施行する（附則第１条第３号）。
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